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新庄市 検索

小学校などの臨時休業に対応する保護者支援
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

　新型コロナウイルスの影響による小学校などの臨時休業などに伴い、
子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなっている子育て
世帯を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策が講じら
れます。
▪対象者　臨時休業した小学校などに通う子どもや新型コロナウイル
スに感染した子どもの世話を行うことが必要になった保護者で、一定
の要件を満たす方
▪要件　個人で就業する予定であった場合、業務委託契約などに基
づく業務遂行などに対して報酬が支払われており、発注者から一定の
指定を受けている場合など
▪支給額 就業できなかった日、1日当たり4,100円（定額）
▪対象期間 2月27日㈭～6月30日㈫の間に就業できなかった日
▪申請場所 厚生労働省への直接申請となりますので、厚生労働省
のホームページを参照ください。

◎学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け
緊急小口資金相談コールセンター　℡0120-60-3999

小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
（労働者に休暇を取得させた事業者向け）

　新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時
休業した場合などに、その小学校などに通う子どもの保護者である労
働者の休職に伴う所得の減少に対応するために、正規・非正規問わず、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企
業に対する助成金（休暇中に支払った賃金相当額（日額上限8,330
円）が支給されます。
▪対象者　臨時休業した小学校などに通う子どもや新型コロナウイル
スに感染した子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の休
暇を取得させた事業主
▪対象期間　2月27日㈭～6月30日㈫の間に取得した休暇
▪申請場所　厚生労働省への直接申請となりますので、厚生労働省
のホームページを参照ください。

◎学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け
緊急小口資金相談コールセンター　℡0120-60-3999

山形牛のふるさと地産地消拡大事業

　子育て世帯を対象に市内の指定販売店で使用できる山形牛の割
引券（対象者1人当たり3,000円相当）を配布しました。
▪配布時期 5月20日㈬
▪配布方法 該当する世帯に郵送
▪対象者　4月27日時点で市内在住で4月1日時点で18歳未満の方
▪使用期間 割引券到着後から7月末まで
▪使用場所 市と契約した市内の山形牛を取り扱う精肉店や農協など 
 （電話での予約販売）

◎農林課農業振興室　℡29-5836

特別定額給付金の手続き

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、特別定額給付
金事業を実施しています。

▪申請期間	 8月14日㈮まで
▪給付金額 世帯員数×10万円
▪申請方法 住所地に届いた申請書に必要事項を記入し、本人
確認書類と通帳の写しを添付して、市役所宛に郵送
▪受給方法　原則、世帯主本人の口座へ振り込み（申請後、給
付まで10日ほどかかります。振込日が決まり次第、通知書をお送りし
ます。）

※感染拡大防止のため、郵送および口座振込での手続きをお願いし
ます。やむをえず窓口にお越しいただく場合は、マスクを着用するなど
の感染防止対策をお願いします。
　申請書は、4月27日時点で市内在住の世帯主宛にお送りしています。
届いていない場合は、下記までお電話ください。

◎商工観光課特別定額給付金室　℡23-8605

新庄まつり開催中止のお知らせ

　新庄まつり実行委員会で協議を行い、新型コロナウイルス感染症の
終息が見通せない状況下では感染予防を万全に行うことが困難である
ため、本年の新庄まつりを中止することを決定しました。
　市民の皆さまには、こ
のような結論に至り非常
に心苦しい限りですが、
安心安全を最優先に考
えての決定であることを
ご理解いただき、来年以
降の新庄まつりにさらな
るご支援・ご協力をいただ
きますようお願いします。

◎新庄まつり実行委員会事務局・新庄商工会議所　℡22-6855

子育て世帯への臨時特別給付金

▪事業内容 児童1人につき臨時特別給付金1万円を支給
▪対象児童 平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた
児童（3月に中学校を卒業した児童も対象）　
▪対象者　4月分の児童手当の受給者
※対象となる受給者には、案内書を送付します。
▪申請方法 児童手当受給者は申請不要ですが、公務員の方は所
属庁より児童手当の受給証明を受けて、6月1日㈪から11月30日㈪ま
でに子育て推進課へ申請してください。
▪支給時期	 6月10日㈬に従来の児童手当と併せて支給
※公務員の方は、申請した翌月に給付金を支給します。

◎子育て推進課子育て企画室　℡29-5811



飲
食
店
等
応
援
給
付
金
事
業

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
が
特
に

大
き
い
業
種
の
事
業
者
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▪
対
象
者　

４
月
１
日
以
前
よ
り
市
内
で
営
業
を
行
っ

て
い
る
旅
館
、ホ
テ
ル
、飲
食
店
、旅
行
業
、タ
ク
シ
ー
業
、

貸
切
バ
ス
業
、運
転
代
行
業
の
事
業
者

▪
給
付
金
額

旅
館
・
ホ
テ
ル
：
定
員
数
×
１
万
５
千
円

飲
食
店
・
旅
行
業
：
１
店
舗
当
た
り
15
万
円

（
配
達
・
持
ち
帰
り
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
飲
食
店

は
18
万
円
）

タ
ク
シ
ー
業
・
貸
切
バ
ス
業
・
運
転
代
行
業
：
事
業

に
供
す
る
車
両
保
有
台
数
×
５
万
円

▪
申
請
期
限　

10
月
30
日
㈮
ま
で

▪
申
請
方
法　

申
請
書
を
商
工
観
光
課
へ
郵
送

◎
商
工
観
光
課
企
業
立
地
・
商
工
振
興
室 

℡
29-

５
８
４
７

中
小
企
業
緊
急
災
害
等
対
策

利
子
補
給
補
助
金
交
付
事
業

　

県
・
市
・
金
融
機
関
が
連
携
し
て
無
利
子
融
資
を
行

い
ま
す
。

▪
対
象
者　

最
近
１
カ
月
の
売
上
高
が
前
年
同
月
比

で
30
％
以
上
減
少
し
、か
つ
今
後
２
カ
月
間
を
含
む
３

カ
月
間
の
売
上
高
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
30
％
以
上

減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
者（
一
部
対
象
と

な
ら
な
い
業
種
が
あ
り
ま
す
）

▪
申
請
期
限　

８
月
31
日
㈪
ま
で

▪
申
請
方
法　

市
内
の
金
融
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▪
金
融
機
関　

山
形
銀
行
、荘
内
銀
行
、き
ら
や
か
銀

行
、新
庄
信
用
金
庫
、北
郡
信
用
組
合

◎
商
工
観
光
課
企
業
立
地
・
商
工
振
興
室 

℡
29-

５
８
４
７

雇
用
調
整
助
成
金
申
請
支
援
事
業

　

市
内
の
事
業
者（
個
人
事
業
主
含
む
）が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
う
特
例
措
置
を
受
け

る
雇
用
調
整
助
成
金
な
ど
の
申
請
に
際
し
、社
会
保

険
労
務
士
へ
支
払
っ
た
報
酬
な
ど
に
相
当
す
る
額
を
支

給
し
ま
す
。

▪
支
給
上
限
額　

40
万
円

▪
申
請
期
限　

12
月
28
日
㈪
ま
で

▪
申
請
方
法　

申
請
書
を
商
工
観
光
課
へ
郵
送

◎
商
工
観
光
課
企
業
立
地
・
商
工
振
興
室 

℡
29-

５
８
４
７

山
形
県
緊
急
経
営
改
善
支
援
金

　

県
か
ら
の
営
業
自
粛
な
ど
の
要
請
に
協
力
し
た
県

内
事
業
者
に
対
し
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
乗
り
越

え
る
た
め
の
経
営
改
善
の
検
討
に
対
し
て
支
援
金
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

▪
対
象
者　

４
月
25
日
㈯
～
５
月
10
日
㈰
の
期
間
に

営
業
自
粛（
休
業
、飲
食
店
の
場
合
は
20
時
以
降
の
夜

間
営
業
自
粛
）を
行
い
、経
営
改
善
の
検
討
を
行
っ
た

事
業
者

▪
対
象
業
種　

飲
食
店
、遊
興
施
設
、映
画
館
、屋
内

運
動
施
設
、宿
泊
施
設
、観
光
地
・
温
泉
地
に
あ
る
店
舗
、

立
寄
施
設
、屋
外
運
動
施
設
、旅
行
業
、交
通
な
ど

※
詳
細
は
、山
形
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

▪
交
付
金
額　

法
人
：
20
万
円
、
個
人
事
業
者
：

10
万
円（
施
設
な
ど
を
賃
借
し
て
い
る
事
業
者
は
20
万

円
）　

※
１
事
業
者
当
た
り

▪
申
請
期
限　

６
月
30
日
㈫
ま
で（
必
着
）

▪
申
請
方
法　

申
請
書
を
商
工
観
光
課
へ
郵
送

▪
必
要
書
類　

山
形
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
商
工
観
光
課
企
業
立
地
・
商
工
振
興
室 

℡
29-

５
８
４
７

国
持
続
化
給
付
金
事
業

申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場
の
開
設

　

国
持
続
化
給
付
金
の
電
子
申
請
方
法
が
分
か
ら
な

い
方
に
、申
請
の
入
力
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

　

サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
た
め
に
は
、受
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

で
の
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

※
予
約
の
な
い
方
は
、サ
ポ
ー
ト
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▪
申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場　

ニュ
ー
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
２
階

▪
受
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

０
５
７
０（
０
７
７
）８
６
６

▪
電
話
予
約
時
に
必
要
な
会
場
番
号　

０
６
０
３

▪
申
請
に
必
要
な
書
類　

申
請
補
助
シ
ー
ト
、証
拠
書
類

◎
商
工
観
光
課
企
業
立
地
・
商
工
振
興
室 

℡
29-

５
８
４
７

上
下
水
道
料
金
の
納
期
延
長

▪
対
象
と
な
る
料
金　

水
道
料
金
、下
水
道
使
用
料
、

農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

▪
対
象
者　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
収
入
が
減
少
し
、納
期
延
長
申
請
書
を
提
出
し
た
方

▪
延
長
期
間　

４
月
請
求
分（
３
月
使
用
分
）か
ら
６

月
請
求
分（
５
月
使
用
分
）の
３
カ
月
分
の
納
期
限
を

そ
れ
ぞ
れ
３
カ
月
間
延
長

▪
申
請
期
間

【
納
入
通
知
書
で
お
支
払
い
す
る
方
】

４
月
請
求
分
か
ら
延
長
す
る
場
合............

受
付
終
了

５
月
請
求
分
か
ら
延
長
す
る
場
合...

６
月
16
日
㈫
必
着

６
月
請
求
分
か
ら
延
長
す
る
場
合...

７
月
15
日
㈬
必
着

【
口
座
振
替
で
お
支
払
い
す
る
方
】

４
月
請
求
分
か
ら
延
長
す
る
場
合............

受
付
終
了

５
月
請
求
分
か
ら
延
長
す
る
場
合............

受
付
終
了

６
月
請
求
分
か
ら
延
長
す
る
場
合...

６
月
19
日
㈮
必
着

※
た
だ
し
、申
請
書
提
出
前
に
納
入
通
知
書
ま
た
は
口

座
振
替
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
額
に
つ
い
て
は
、

払
い
戻
し
で
き
ま
せ
ん
。

▪
申
請
場
所　

上
下
水
道
課
相
談
窓
口
ま
た
は
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス（
23-

４
８
３
４
）

▪
必
要
書
類　

納
期
延
長
申
請
書
、直
近
の
検
針
の

お
知
ら
せ
の
写
し

※
電
話
で
の
上
下
水
道
料
金
の
納
付
相
談
も
行
い
ま
す
。

◎
上
下
水
道
課
経
営
管
理
室 

℡
29-

５
８
２
９

イ
ベ
ン
ト
や
行
政
案
内

ま
ち
の
情
報
な
ど
を

紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
で
す

ShinjoShinjo
CityCity
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危険！
山菜採り遭難注意！

　入山の際は、以下の点に注意してください。
•入山場所と予定を家族などに伝えておく
•携帯電話、雨具、ヘッドライト、非常食
を携行する

•単独での入山は控える
•極力急斜面には入らない
•熊などの野生動物に注意する
◎環境課地域防災室　 ℡29-5827

新庄市交通指導員募集

▪資格　市内在住で普通自動車免許所
持者・70歳未満で心身ともに健康な方
▪勤務　7時30分～8時30分（1カ月
25時間以内）　▪採用人数　若干名
▪内容　児童生徒を対象とする登校時
の交通安全立哨活動業務
▪報酬　1時間1,100円
▪締切　7月31日㈮
◎環境課地域防災室　 ℡29-5827

緊急小口資金などの
特例貸付

▪対象　新型コロナウイルス感染症の
影響による休業などで収入が減少し、緊
急・一時的に生活資金が必要な方
▪申請場所　市社会福祉協議会
▪貸付上限額　10万円以内（条件により
20万円以内）　※無利子、保証人不要
▪据置期間　1年以内
▪償還期限　2年以内
▪申込締切　7月31日㈮
◎市社会福祉協議会　 ℡22-5797

農村環境改善センターの
休館について

　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に向けた医療用防護服の製作所とし
て提供するため、令和3年1月4日㈪まで
休館します。
◎農林課農政企画室　 ℡29-5835

納
税
猶
予
の
特
例
制
度

　

納
税
を
１
年
間
猶
予
し
ま
す
。（
税
金
の
免
除
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）

▪
対
象
と
な
る
税　

納
期
限
が
令
和
３
年
１
月
31
日

㈰
ま
で
の
市
税

▪
対
象
者　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
収
入
が
20
％
以
上
減
少
し
、納
税
が
困
難
な
方

▪
申
請
期
間　

納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ
て
か
ら
、各

納
期
限
ま
で
の
間

▪
申
請
方
法　

税
務
課
に
郵
送　

※
事
前
に
税
務
課

に
お
電
話
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
電
話
で
の
納
税
相
談
も
行
い
ま
す
。

◎
税
務
課
納
税
室 
℡
29-
５
５
３
９

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付

特
例
申
請
の
受
付

　

学
生
納
付
特
例
の
申
請
に
は
学
生
証
な
ど
の
添
付
が

必
要
で
す
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

学
生
証
な
ど
の
発
行
が
遅
れ
て
添
付
で
き
な
い
場
合
は
、

申
請
書
の
備
考
欄
に「
学
生
証
発
行
遅
延
の
た
め
後
日

送
付
」と
記
載
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

発
行
さ
れ
次
第
、学
生
証
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
在
学
証

明
書
の
原
本
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
新
庄
年
金
事
務
所 

℡
22-

２
０
５
０

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

▪
対
象　

①
平
成
29
年
度
に
保
安
講
習
を
受
け
た
方
、

②
新
た
に
危
険
物
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
１
年
以
内
の

方
、③
①
～
②
以
外
で
も
受
講
を
希
望
す
る
方

▪
と
き　

８
月
27
日
㈭　

13
時
30
分
～
一
般
講
習
、

28
日
㈮　

９
時
～
給
油
取
扱
所
講
習

▪
と
こ
ろ　

県
最
上
総
合
支
庁

▪
受
講
料　

４
７
０
０
円（
県
収
入
証
紙
代
）

▪
受
講
申
請
用
紙　

最
上
広
域
消
防
本
部
、各
消
防

支
署
で
配
布

▪
受
付
期
間　

６
月
22
日
㈪
～
７
月
17
日
㈮

◎
最
上
広
域
消
防
本
部
予
防
課 

℡
22-

７
５
２
１

「
地
域
青
少
年
健
全
育
成
助
成
事
業
」

募
集

▪
対
象　

自
治
会
・
子
ど
も
会
な
ど
、地
域
に
関
わ
る
団
体

▪
助
成
額　

対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内（
上
限
あ
り
）

▪
内
容　

青
少
年
健
全
育
成
活
動
推
進
の
た
め
に
企

画
・
実
施
す
る
事
業
に
対
し
て
、審
査
の
う
え
予
算
の

範
囲
内
で
助
成

▪
申
込
締
切　

６
月
26
日
㈮

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
下
記
の
二
次
元
バ
ー
コ

ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
す
。

◎
市
青
少
年
育
成
市
民
会
議（
社
会
教
育
課
内
） 

 

℡
29-

２
３
４
５

毎
月
１
回
の
料
理
教
室

ア
ジ
ア
料
理（
野
菜
の
新
し
い
味
）

▪
と
き　

６
月
25
日
㈭　

①
11
時
～
、②
18
時
～

▪
と
こ
ろ　

市
民
プ
ラ
ザ
３
階
調
理
実
習
室

▪
講
師　

笹
美
知
子
氏　

▪
材
料
費　

２
５
０
０
円

▪
申
込
締
切　

６
月
22
日
㈪

◎
事
務
局
・
笹 

℡
22-

２
０
８
６

弁
護
士
に
よ
る
住
ま
い
に
関
す
る

無
料
法
律
相
談

▪
と
き　

６
月
18
日
㈭　

13
時
30
分
～
16
時

▪
と
こ
ろ　

最
上
総
合
支
庁
５
階
５
０
１
会
議
室

▪
相
談
員　

県
弁
護
士
会
会
員
弁
護
士

▪
定
員　

３
名

▪
申
込
締
切　

６
月
17
日
㈬

◎
県
営
住
宅
指
定
管
理
者（
株
）西
王
不
動
産
最
上
事
務
所  

℡
23-

３
１
１
６

河
川
清
掃
の
中
止
に
つ
い
て

　
「
き
れ
い
な
川
で
住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
運
動
」と
し
て

例
年
７
月
に
実
施
し
て
い
た
河
川
清
掃
は
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
中
止
と
し
ま
す
。

　

地
区
で
独
自
に
河
川
清
掃
を
行
う
場
合
は
、事
前

に
都
市
整
備
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
都
市
整
備
課
道
路
維
持
管
理
室 

℡
29-

５
８
２
４
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令
和

2年
5月

25日
号

　
▪

編
集

・
発

行
／

新
庄

市
 総

合
政

策
課

   〒
996–8501 新

庄
市

沖
の

町
10–37 TE

L.0233–22–2116　
▪

制
作

・
印

刷
／

共
栄

印
刷

株
式

会
社

　
13,650部

発
行

4
SH
IN
JO
 PU
BLIC

 RELATIO
N
S IN

FO
RM
ATIO

N

6月の各種日程など

健康課 ◎健康課母子保健推進室　℡29-5790
◎健康課健康推進室　　　℡29-5791

 

市民相談室

登記相談・行政相談
※いずれも10時～15時、市役所市
民相談室分室で開催（以下開催日／
応対者）
〈登記相談〉10日㈬／司法書士、土
地家屋調査士（午前のみ）
〈行政相談〉22日㈪／行政相談委員
◎市民相談室 ℡22-2121

無料弁護士相談
▪とき　18日㈭ 13時30分～16時
▪ところ　市社会福祉協議会和室
※相談時間は30分間で、6月1日㈪よ
り予約開始。
◎市社会福祉協議会 ℡22 -5797

わらすこ
ひろば
わらすこ
ひろば

WARASUKO HIROBA

あそびの広場
2日㈫

16日㈫ わくわく新庄 10時～
11時30分

9日㈫
23日㈫ 保健センター 10時～

11時30分
◎市子育て支援センター ℡22-5115

6月の予定
12日㈮ 栄養相談
15日㈪ 子育て相談

0歳児交流会
22日㈪ 読み聞かせの日
25日㈭ 栄養・発達相談
26日㈮ 1・2歳児交流会
30日㈫ 出前図書館

６月は食育月間です

税務課
忘れずに収めましょう
6月が納期の市税・保険料

市県民税1期
※市税はスマートフォン・コンビニでも

納付できます。
◎税務課納税室　℡29-5539

相談など
健康相談

祝日を除く毎週金曜日 9時～11時30分

乳幼児相談＆あそびの広場
9日㈫ ・23日㈫9時30分～11時30分
身体計測や育児相談
※9日㈫のみ栄養相談あり

はじめての離乳食教室
25日㈭　※生後5～6カ月のお子さんが
対象（18日㈭まで要予約）

ママと赤ちゃんルーム
9日㈫13時30分～
※妊婦さんおよび1歳未満の赤ちゃんと
ママが対象（5日㈮まで要予約）

こころの健康相談
16日㈫13時30分～／市保健センター
応対は臨床心理士

暮らしの悩み相談（夜間司法書士相談）

要予約で申し込み後に日程調整
※多重債務・家庭問題など応対は司法
書士

新型コロナウイルスの影響などによ
り、予定が急遽変更となる場合があり
ます。問い合わせ先への電話確認、
または右記二次元バーコー
ドより最新情報をご確認く
ださい。

各種健診など
対象者には案内をお送りしていますので
忘れずに受診しましょう。

人間ドック
〈男性〉5日㈮・25日㈭ 〈女性〉9日㈫・15
日㈪・19日㈮・30日㈫／最上検診セン
ター

特定がん検診
〈男性〉20日㈯ 〈女性〉10日㈬ 〈男女〉
26日㈮ ／最上検診センター、〈男女〉24
日㈬／わくわく新庄

乳がん・子宮がん検診
〈女性〉16日㈫・23日㈫／最上検診センター

4カ月児健診
〈令和元年12月生〉3日㈬ 
〈令和2年1・2月生〉24日㈬

1歳6カ月児健診
〈平成30年9月21日～30日生〉17日㈬ 

3歳児健診
〈平成28年9月生〉10日㈬
※4カ月から3歳児健診対象者には個別に案内

新庄市夜間休日診療所［内科・小児科］

受
付
時
間

月曜～土曜 18時30分～21時
日曜・祝日

12月31日～
1月3日

8時30分～11時30分
13時～16時30分

◎市保健センター内 ℡29-6300

食育とは、健康のために望ましい食生活を送ることがで
きる人間を育てることです。例えば、主食・主菜・副菜がそ
ろったバランスの良い食事を朝・昼・夜の毎食で取るように
心がけることを、今月の目標にしてはいかがでしょうか。

また、毎日食事ができることや、生産者の方々への感謝の気持ちを育むことも食育
です。食事のあいさつ「いただきます」「ごちそうさま」も忘れずにしましょう。

令和元年度　地産地消推進標語コンク－ル
食育・地産地消を推進するために、市内小学生を対象に「標語」を募集しています。

昨年は1,143作品と、たくさんの応募がありました。ありがとうございました。この中から、
新庄市長賞に選ばれた標語を紹介します。

『おいしいね　みんなで食べる　地元のめぐみ』
升形小学校4年　松

ま つ だ

田　琉
る な

那 さん（受賞当時）


